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厚生労働省所管物品管理取扱規程の一部を改正する訓令案 新旧対照条文

○ 厚生労働省所管物品管理取扱規程（平成 13 年厚生労働省訓第 30 号）（抄）

（傍線部分は改正部分）

改 正 案 現 行

（検査） （検査）

第４１条 （略） 第４１条 （略）

２ 令第４４条第１項の規定による検査が物品管理官に係るもので ２ 前項の検査が物品管理官に係るものである場合における令第４

ある場合における同条第４項に規定する当該各省各庁所属の職員 ４条第４項に規定する当該各省各庁所属の職員は、部局長とす

は、部局長とする。ただし、九州厚生局沖縄麻薬取締支所に係る る。ただし、九州厚生局沖縄麻薬取締支所に係るものにあって

ものにあっては、同局沖縄麻薬取締支所長とする。 は、同局沖縄麻薬取締支所長とする。

別表第２（第５条関係） 別表第２（第５条関係）

物 品 分 類 表 物 品 分 類 表

会 計 分類Ⅰ 分類Ⅱ 説 明 細分類 会 計 分類Ⅰ 分類Ⅱ 説 明 細分類

一般会計 （略） 一般会計 （略）

厚生労働 庁用品 厚生労働本省 （略） 試験研究 庁用品 試験研究機関 （略）

本省試験 試験研究機関 機関 の庁用に供す

研究機関 の庁用に供す る物品

る物品

（略） （略）

地方厚生 （略） 地方厚生 （略）

局 局

麻薬取締 麻薬取締部の 重要物品 （新設） （新設） （新設）
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部庁用品 庁用に供する 備品

物品 消耗品

（削る） （削る） （削る） （削る） 麻薬取締 庁用品 麻薬取締部の 重要物品

部 庁用に供する 備品

物品 消耗品

（略） （略）

東日本大 東日本大 （略） 東日本大 東日本大 （略）

震災復興 震災復興 震災復興 震災復興

特別会計 特別会計 厚生労働 厚生労働本省 （略） 特別会計 特別会計 試験研究 試験研究機関 （略）

本省試験 試験研究機関 機関庁用 の庁用に供す

研究機関 の庁用に供す 品 る物品

庁用品 る物品

（略） （略）

（略） （略）

（注 1）～（注 4） （略） （注 1）～（注 4） （略）

別表第３（第１２条関係） 別表第３（第１２条関係）

物 品 管 理 官 等 官 職 指 定 表 物 品 管 理 官 等 官 職 指 定 表

会 組織 物品 物品管 分任物 分任物 所掌事 会 組織 物品 物品管 分任物 分任物 所掌事

計 管理 理官代 品管理 品管理 務の範 計 管理 理官代 品管理 品管理 務の範

官 理 官 官代理 囲 官 理 官 官代理 囲

一 厚生 大臣官房 官房長 （略） 一 厚生 大臣官房 官房長 （略）
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般 労働 会計課長 般 労働 会計課長

会 本省 健康・生活 感染症 会 本省 健康・生活 医薬 品

計 衛生局感染 対策費 計 衛生局感染 買上 費

症対策部感 の医薬 症対策部感 で取 得

染症対策課 品買上 染症対策課 する 医

長 費で取 長 薬品 及

得する び新 型

医薬品 コロ ナ

及び新 ウイ ル

型コロ ス感 染

ナウイ 症に 係

ルス感 る医 薬

染症に 品（ 新

係る医 型コ ロ

薬 品 ナウ イ

（新型 ルス 感

コロナ 染症 に

ウイル 係る ワ

ス感染 クチ ン

症に係 を 除

るワク く。 ）

チンを で、 厚

除 生労 働

く。） 本省 に

で、厚 属す る

生労働 もの の

本省に 管理 に

属する 関す る

ものの 事務

管理に
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関する

事務

（削る） （ 削 健康・生活 新型 コ

る） 衛生局感染 ロナ ウ

症対策部予 イル ス

防接種課長 感染 症

に係 る

ワク チ

ンで 、

厚生 労

働本 省

に属 す

るも の

の管 理

に関 す

る事務

（略） （略）

（略） （略）

（略） （略）
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